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 目  的 
 

 少子化の進行は、消費の減少や労働力供給の減少等による経済成長率の低下の恐れや、

社会保障に係る現役世代の負担が増大するといった経済面に加え、子ども同士の交流の

機会が減少し、子ども自身の健やかな成長に影響を及ぼすといった社会面での影響もあ

るなど、様々な分野に深刻かつ重大な影響を及ぼすと考えられます。  

 そこで国は、国、地方公共団体、企業等が一体となって次世代育成支援に取り組むた

めの第一歩として、平成２７年３月３１日までの時限立法である「次世代育成支援対策

推進法」を平成１５年７月に公布しました。同法では、国や地方公共団体は、事業主と

して次世代育成支援を推進していくための「特定事業主行動計画」を策定することが義

務づけられました。 

 本市では、職員一人ひとりが、従来の働き方を見直し、男女の別なく仕事と子育てを

含む家庭・地域生活との両立（以下、「仕事と家庭との両立」とします。）を図ってい

くことを目ざして、本行動計画を策定し公表することとします。 

 

 計 画 期 間 
 

 この計画の期間は、平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日までの５年間とし

ます。 

 

 実 施 内   容 
 

１．啓発 
   仕事と家庭との両立を図るために、職員一人ひとりが考え、行動するための第一歩  
として、各種制度の正しい理解が不可欠となるため、次のような啓発を行っていき  ま

す。 

 

１）情報提供・パンフレットの作成 

 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられた休暇、育児休業、超過勤務の制限な

どの各種制度の内容や手続方法などを理解しやすいようにまとめたパンフレットを作成

し、職員全員に配布します。（平成１７年度作成） 

 

２）研修の実施        

 

 ○初 任 者 研 修 ：            新規採用職員に対しては、初任者研修において全員にパンフ            

レ ッ ト を 配 布 し 、 仕 事 と 家 庭 と の 両 立 を 図 る こ と の 大 切 さ の            

意識付けを行います。 

                 服務研修の中で平成１８年度から、啓発用パンフレット              
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を用いて実施します。 

 

 ○新 任 管 理 職 研 修 ：          管理職が率先して仕事と家庭の両立を図ることや、職場の雰            

囲気づくり及び部下に対する配慮の必要性を周知します。 

               新たな研修枠を設け、又は、セクシュアル・ハラスメント             

研 修 の 中 で 平 成 １ ８ 年 度 か ら 、 啓 発 用 パ ン フ レ ッ ト を 用 い             

て実施します。 

 

 ○ジェンダー問題研修： 固定的な性別役割分担を見直し、男女が共に仕事と家庭を両            

立 で き る よ う 、 職 員 の ジ ェ ン ダ ー 問 題 へ の 認 識 を 深 め る た め              

引き続き研修を実施していきます。 

 

３）管理職への周知 

 部長会議で、啓発用パンフレットに掲載されている事柄、年次休暇の取得、超過勤務

縮減の各職場における取り組みを要請し、職場の意識改革を図っていきます。 

（平成１７年度から実施） 

 

４）子育て・キャリアアドバイザー 

 これから子育てをしようとする職員や、家庭との両立を図りながら仕事でのキャリア

を形成しようとする職員に対し、子育て等の自身の経験に基づいて相談に応じ支援をし

ていく、「子育て・キャリアアドバイザー」の募集を検討します。         （平

成１７年度中に募集）           

 

５）相談窓口 

 制度等の問い合わせには、各任命権者の担当課及び職員課でお受けします。 

 

 以上のような取り組みを通じて、性別役割分担意識の是正を図るとともに、仕事と家

庭生活を両立させていくためにも、妊娠中の職員や子育て期にある職員が諸制度を利用

しやすい環境づくりを目ざします。 

 

 

２．出産・育児に関する休暇・休業の取得促進 
   制度の周知を図るとともに、取得を促進していきます。 
 

１）父親・母親になることが分かったら 

  父親・母親になることが分かった場合は、できるだけ速やかに所属長に申し出て、母
性保護に係る休暇、育児休業、その他の休暇などの活用の予定を伝え、職場全体で出産

・育児を支える環境づくりに努めます。 

（平成１７年度から実施） 
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２）母体及び胎児の保護・健康管理 

 妊娠中の通勤緩和や妊娠中又は出産後の健康診査・保健指導時の休暇など、母体と胎

児の保護・健康管理の観点から設けられている制度を周知します。 

（平成１７年度から実施） 

 

３）子どもの出生時における連続休暇 

 男性職員について、配偶者が出産するときの出産補助休暇（２日）を周知するととも

に、それに加え、母体をいたわり夫婦共に子育てをしていくという意識付けのために、

出産前６週間出産後８週間の間に、特別休暇として５日間付与します。 

（平成１７年度から実施） 

 

４）育児休業 

 

 ○子どもが産まれることとなった職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続きにつ  

いて説明を行い、育児休業を取得しやすい環境づくりに努めます。 

 （平成１７年度から実施） 

 

 ○男性職員の育児休業取得率が極めて低い状況であることから、男性職員についても  

育児休業が取得できることを改めて周知するとともに、配偶者が専業主婦であって  

も、母体保護のための休養期間である産後８週間については、育児休業が取得でき  る

ことを周知し、特にこの期間における育児休業を取得しやすい環境づくりに努め  ま

す。（平成１７年度から実施） 

 

５）看護休暇 

 本来看護休暇取得にあたっては、医師の診断書、理由書等の提出が必要となっていま

すが、小学校就学前の子どもを看護する場合に限り、従来の看護休暇１０日のうち最初

の ５ 日 間 は 願 い 出 の み で 取 得 で き る よ う に 、 手 続 き を 簡 略 化 し ま す 。        

（平成１７年度から実施） 

 

６）職場に対する支援 

 

 ○所属職員が産前産後休暇を取得し、所属長から代替の臨時職員の要望があった際、  

企画財政部政策室と協議のうえ必要と判断された場合は、従来どおり臨時職員を配  

置します。 

 

 ○所属職員が育児休業を取得し、所属長から代替の臨時職員の要望があった際は、従  

来どおり臨時職員を配置します。また、部分休業についても、企画財政部政策室と  協

議のうえ必要と判断された場合は、臨時職員を配置します。 
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３．超過勤務の縮減                            
    超過勤務の縮減は、子育て中の職員はもちろん、職員の活力の維持、健康管理上か 
ら全ての職員にとって必要な取り組みです。次のような取り組みを通じて、超過勤務 の

縮減に努めます。 

 

１）ノー残業デーの徹底 

 現在、毎週水曜日を定時退庁日（ノー残業デー）として設定していますが、引き続き

実施するとともに、庁内一斉消灯の庁内放送に併せ超過勤務縮減の呼びかけを行います。

（平成１７年度から実施） 

 

２）超過勤務縮減月間の創設 

  原則として毎年８月を超過勤務縮減月間として設定し、管理職を含む職員への意識啓
発を図ります。（平成１７年度から実施） 

 

３）妊娠中の職員への超過勤務の制限 

 妊娠中の職員に対する超過勤務を制限する制度について周知徹底を図ります。 

 （平成１７年度から実施） 
 

４）育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限 

  小学校就学前の子どものいる職員に対する深夜勤務及び超過勤務を制限する制度につ
いて、周知徹底を図ります。（平成１７年度から実施） 

 

５）各職場による取り組み 

 超過勤務を縮減するために、各職場においても引き続き次のような取り組みを進めま

す。       

 

 ○管理職が超過勤務縮減のために注意を払い、特にノー残業デーは職員の手本となる  

よう自ら定時退庁に努めます。  

 

 ○仕事の年間スケジュール又は業務処理計画をたて、効率的な事務遂行を図ります。 

 

 ○超過勤務が必要な場合は、特定の職員に偏らないよう職場全体で取り組みます。 

 

 

４．年次休暇取得の促進 
   年次休暇を取得しやすい雰囲気の醸成を図り、職場内で調整をとりながら、計画的  
な取得を促進します。 
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１）年次休暇の時間単位の付与 

 現在の半日又は１日単位で付与される年次休暇を、時間単位でも取得できることとし、

様々な事情に応じた年次休暇取得を可能なものとします。（平成１７年度中に実施） 

 

２）各職場による取り組み 

 年次休暇の計画的な取得を促進するために、各職場においても引き続き次のような取

り組みを行います。  

 

 ○定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を進めます。 

 

 ○職場内での事務分担をローテーションします。 

 

３）子育てや家庭生活のための休暇の取得促進 

 例えば次のような時に年次休暇を積極的に取得することにより、仕事と家庭の両立を

図ります。（平成１７年度から実施） 

 

 ○入学式、卒業式、授業参観日、発表会などの学校行事やＰＴ（Ｃ）Ａ活動 

 ○家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日 

 ○子どもの予防接種実施日や乳幼児健診日 

 

  ※ＰＴＣＡ活動：ＰＴＡを核とした地域住民の参画と協働による、地域ぐるみでの          

教育支援活動（Parent-Teacher-Community Association の略） 
 

 

５．職場による支援 
   職員が安心して出産、休暇・休業の取得、職場復帰、子育てができるように、職場  
として引き続き支援を行っていきます。 

 

１）流動的な職員配置の検討 

 職員が産前産後休暇・育児休業を取得し、所属課等内だけでは職務の遂行が困難な場

合は、各部内での流動的な職員配置を検討します。 

 

２）育児休業等取得中の職員への支援 

 次のような取り組みを通じて、育児休業等からの円滑な職場復帰を図ります。 

  （平成１７年度から実施） 
 

 ○広報紙（市外在住の職員が対象）及び職務に関することや市全体に関する通知等を  

必要に応じ郵送・メールします。 
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 ○職場復帰直前には所属長が職員と面談する機会を設け、休業中の担当業務の概略や 

  復職後における懸案事項等の大きな流れを説明し、職場復帰に対する不安の軽減を  

図ります。 

     
 ○職員が職場復帰した後は、事務分担の見直し等、復帰直後から負担超過とならない  

ように配慮します。 

 

 ○職場復帰後の職員は、相当期間職場から離れていたために職務に慣れるのに時間を  

要するうえに、子どもの急な発熱等の突発的な事態にも対応しなければならないな  

ど、仕事と家庭との両立を図る上で最も大変な時期であるとの認識を職場全体でも  

ち、サポートしていくよう、特に管理職が強いリーダーシップを発揮するように努  め

ます。 

 

 

６．その他の取り組み 
 

１）来庁者に対して 

 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切・丁寧な応対の徹底を図ります。 

 

２）地域活動等への参加 

 次のような地域活動等を通じ、子どもの健やかな成長を援助したり、地域での子ども

の安全確保を図るため、職員が積極的に参加できるような環境づくりに努めます。 

（平成１７年度から実施） 

 

  ○子どもの参加する地域でのスポーツ活動や文化活動 
 

 ○地域での自主防犯活動や少年非行防止活動 

 

 

      


